
４２０１３年７月号

平成１９年７月２９日の通常選挙で選ばれた議員の任期が満了することによる選挙が執行され

ます。

選挙への投票は、私たち国民が政治に参加できる最良の機会であり、権利でもあります。ま

た、国民の総意を国政に反映させるための私たちの代表者を選ぶ非常に重要な意義を持って

います。投票日には、皆さんの大切な一票を投じましょう。

選挙は私たち一人ひとりのために

投票投票日日

期日前投期日前投票票

投票時間住所投票所投票区

午前７時～午後８時占冠村字中央
占冠村コミュニティプラザ
多目的ホール

第１投票区（中央）

午前７時～午後６時占冠村字占冠占冠地域交流館 住民室１第２投票区（占冠）

午前７時～午後６時占冠村字双珠別双珠別住民センター 集会室第３投票区（双珠別）

午前７時～午後６時占冠村字上トマム
トマムコミュニティセンター
多目的ホール

第４投票区（トマム）

投票当日に仕事や旅行などの都合で投票所に行けないと見込まれる方は、期日前投票がで

きます。ただし、「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入してからの投票となります。

【７月２１日（日曜日）】

７７月２１７月２１日日（日曜日）（日曜日）

第２３回 参議院議員通常選挙第２３回 参議院議員通常選挙がが
行なわれま行なわれますす

■お問い合せ 占冠村選挙管理委員会 電話５６-２１２１

時 間場 所期 間

午前８時３０分～午後８時００分占冠村総合センター 和室７月５日（金曜日）～

７月２０日（土曜日） 午前８時３０分～午後５時３０分トマムコミュニティセンター 事務室

※期日前投票の際には、投票所入場券をお持ちください。

投票できる投票できる方方

煙日本国籍を有する方

煙平成５年７月２２日以前に生まれた方

※選挙期日に２０歳を迎える方は、選挙期日前には選挙権を有していないことになり、期日

前投票ができませんが、特例により不在者投票を行うことができます。

煙平成２５年４月３日までに占冠村に居住し、かつ同日までに転入届を出された方

不在者投不在者投票票

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先

の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している

方などは、その施設内で不在者投票ができます。

日数を要しますので早めに手続きをしてください。

期 間

７月５日（金曜日）～７月２０日（土曜日）

※投票をすることができる時間は、滞在している市区町村へご確認ください。
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※世帯単位で課税するため、世帯主が他の健康保険に加入していても、世帯主あてに
納税通知書を送ります。その場合、世帯主の所得等は計算されません。

※介護分は４０歳から６４歳までの加入者に対し計算されます。
※７５歳から後期高齢者医療保険に移行することになりますが、移行することによって
国民健康保険が単身世帯となる場合は、平等割を５年間１/２、６年目から８年目
までを１/４軽減します。

国国民健国民健康康
保険税保険税
１７.４１７.４％％

国庫支国庫支出出
金金
３０.９３０.９％％

療養給療養給付付
費交付費交付金金
４.３４.３％％

そのその他他
３８.０３８.０％％

介護分後期高齢支援分医療分課 税 区 分

１.００％１.８０％４.９０％所得金額－３３万円（基礎控除）×税率所得割

８.００％１４.００％３８.００％固定資産税（土地・家屋）×税率資産割

５,２００円５,７００円１６,０００円加入者の人数×金額均等割

４,４００円７,９００円２２,３００円一世帯の金額平等割

平成２４年３月３１日以降に離職された方で、雇
用保険受給資格者証の離職理由が特定受給資
格者および特定理由離職者と認定された方

対象者

離職日の翌日の属する月から、その月の属す
る年度の翌年度末まで

軽減される期間

軽減対象期間の税額算定において、該当者の
前年の給与所得を１００分の３０とみなして所得
割を算定します。

軽減方法

道支出道支出金金
９.４９.４％％
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軽減割合世帯の所得合計額

７割３３０,０００円

５割３３０,０００円＋（２４５,０００円×世帯主を除いた加入者数）

２割３３０,０００円＋（３５０,０００円×加入者数）

※国保から後期高齢者医療に移行した者を含んで算定します。


